
予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

（円） （円） （％） （人）

1

統合版人事システ
ムへの更改に係る
データ移行及び導
入作業

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
荒牧　英雄
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H23.2.1

コンピュー
タ・システム
㈱
京都市上京
区六軒町通
元誓願寺上
ル玉屋町２２
６－３

公募を実施し
た結果、参加
業者は当該事
業者のみで
あったことか
ら、会計法第２
９条の３第４項
に該当するた
め

4,890,984

2
精密住宅地図の購
入

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
荒牧　英雄
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H23.2.7

㈱ゼンリン
大阪支店
大阪市西区
川口３－３－
９

別紙のとおり 2,511,600

3
学生職業センター
システム設定作業

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
荒牧　英雄
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H23.2.18

シャープシス
テムプロダク
ト㈱
大阪市阿倍
野区長池町
２２－２２

別紙のとおり 3,845,100

支出負担行為
担当官大阪労 ㈲清水正商

予定価格が１
６０万円を超え

備　　考

公共調達の適正化に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

物品役務等の名称及
び数量

契約締結
日

契約の相手方
の商号又は名
称及び住所

随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由（企画競争又
は公募）

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称

4

難波就職支援セン
ターのレイアウト変
更等に伴う物品の
購入

担当官大阪労
働局総務部長
荒牧　英雄
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H23.2.18

㈲清水正商
店
大阪市西区
阿波座２－２
－２１

６０万円を超え
ない物品の購
入契約である
ことから、予決
令第９９条第３
号に該当する
ため

996,051

5
労働基準法コンメ
ンタール上・下巻
の購入

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
荒牧　英雄
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H23.2.23

㈱労務行政
東京都港区
東麻布１－４
－２

別紙のとおり 2,315,520

6
一体型全自動印刷
機の購入

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
荒牧　英雄
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H23.2.25

デュプロ㈱
大阪市北区
東天満１－１
１－９

予定価格が１
６０万円を超え
ない物品の購
入契約である
ことから、予決
令第９９条第３
号に該当する
ため

1,247,977

7



別紙

契約件名及び数量 精密住宅地図の購入

随意契約によることとした
理由

当該書籍は、再販売価格維持制度の適用を受けており、販売業者
から購入することとなれば定価にて契約することとなるが、出版元と
の契約であれば、同制度の適用を受けず、割引価格での購入が可
能である。
よって、契約の性質、目的が競争を許さないため、会計法第２９条の
３第４項に該当し、随意契約としたものである。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ
の移行予定年限

移行予定なし

備考



別紙

契約件名及び数量 学生職業センターシステム設定作業

随意契約によることとした
理由

　本契約に係る、設定作業については、サーバーとのネットワーク共
有が必要不可欠である。しかし、システムの構築部分については、本
件契約業者が独自で開発したものであり、仮に、システムの内部を
把握していない当該業者以外の者が、システムの内部に入ってしま
うと、現存のデータを削除してしまった場合、データを復元することが
できなくなる恐れがある等、通常業務に多大な影響を及ぼすことが
考えられる。
　また、設定作業後システムプログラムの起動が正常に行われてい
るか確認する必要があることから、サーバー内のプログラム内容を
把握した開発業者以外の者が行うにはリスクが高く、非効率であるこ
と、また、迅速かつ確実に設置作業を進めるとともに、作業中に万が
一不測の事態が発生した場合にも確実に対応し、作業後良好なシス
テム環境を維持していくためにも、当該システムの開発業者以外の
者に作業させることは不可能であり、契約の性質が競争を許さないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するものである。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ
の移行予定年限

移行予定なし

備考



別紙

契約件名及び数量 労働基準法コンメンタール上・下巻の購入

随意契約によることとした
理由

当該書籍は、再販売価格維持制度の適用を受けており、販売業者
から購入することとなれば定価にて契約することとなるが、出版元と
の契約であれば、同制度の適用を受けず、割引価格での購入が可
能である。
よって、契約の性質、目的が競争を許さないため、会計法第２９条の
３第４項に該当するため、随意契約としたもの。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ
の移行予定年限

移行予定なし

備考


